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【パソコンリサイクル】 

平成１５年１０月１日より、「資源有効利用促進法」により、家庭から出される使用済みのパソコ

ンを回収するＰＣリサイクルが開始されております。 

   
 

【メーカーがある場合】 

平成１５年１０月１日以前に購入したパソコンの場合 平成１５年１０月１日以降に購入したパソコンの場合 

 

パソコンの製造・販売メーカーに回収の申し込みをします （電話やインターネットにて） 

 

パソコンのリサイクル料金を郵便振替で支払います

（料金は３，１５０円～７，３５０円） 

パソコン購入価格にリサイクル料金が含まれており

ます（リサイクル料金支払い済みのＰＣにはＰＣマー

クが付いています） 

 

 

専用のゆうパック伝票が送られてきます。 

家庭用パソコンを梱包し、ゆうパック伝票を貼り付け、最寄の郵便局に連絡し引取ってもらいます。 

引渡しは戸別回収、自己搬入の両方選べます。 

 

 

各製造メーカーに運ばれ、リサイクルされます。 

               

【メーカー等が存在しない場合】 

メーカー等が存在しない場合とは 

① 自分で組み立てた、頼んで組み立ててもらった、又は知人が組み立てたものを譲り受けた 

② 購入した製品のメーカーまたは輸入販売していた業者が既に倒産している、又は日本でのパ

ソコン・ディスプレイの事業から撤退している。なお、ＰＣリサイクルマークのついたパソ

コンでも、メーカーが倒産した場合は「パソコン３Ｒ推進センター」が回収し資源化します。 

③ 国内で事業活動していない海外メーカーの製品で、外国から個人的に持ち込んだ又は輸入し

た 

④ その他、回収するメーカー等が存在しないパソコン・ディスプレイと考えられる場合は、事

前にパソコン３Ｒ推進センターに確認のうえ申し込みしてください。 

リサイクル料金   ４，２００円 ～ ９，４５０円 

 

メーカー等が存在しないパソコンの処分のお問い合わせ先 

  有限責任中間法人パソコン３Ｒ推進センター 

   〒１０１－００５２ 東京都千代田区神田小川町２－２－２ 小川町Ｂ５ビル９階 

    電話（０３）５２８２－７６８５ 

      問合せ時間 ９：００ ～ １２：００ １３：００ ～１７：００（土日祝祭日を除く） 

 

※注意 パソコン等 をごみステーションに排出しても収集しません。 

【対 象】 

デスクトップパソコン本体・ＣＲＴディスプレイ・ＣＲＴディスクプレイ一体型パソコ

ン・ノートブックパソコン・液晶ディスプレイ・液晶ディスクプレイ一体型パソコン 


